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第一章   工 事 概 要 

 
1.1 工 事 名 称  函館（基）照明器具交換修繕工事 

   

1.2 工 事 場 所 北海道函館市赤坂町６５－１ 

函館航空基地（庁舎） 

     

1.3 工 事 期 間  契約日の翌日から令和９年３月１９日まで 

   

1.4 工 事 概 要 電気設備改修： 

以下の各室の照明器具を現装に合せた LED 照明器具に交換する。 

（庁舎１階） 

管理科事務室、ロビー、管理課隣車庫、会議室、湯沸室、予備室、

次長室 

（庁舎２階） 

 廊下、女子仮眠室、更衣室、通信課・手前打合せ室、飛行科事務室 

 基地長室、男子トイレ、流し 

 

   

1.5 工事用電力等  工事用電力及び工事用水等の構内既存施設は利用できない 

   

1.6 監督職員事務所  設置しない 

   

1.7 

 

そ  の  他  工事契約後、下記管理部署に着工予定及び工程状況等の連絡を行う

ものとする。 

   管理部所 函館航空基地 

   住  所 北海道函館市赤坂町６５－１ 

   電話番号 ０１３８－５８－３５１５ 
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第二章   一 般 共  通  事  項  

 

本仕様書に記載されていない事項や詳細については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」による。 

 

1 節 一般事項 

1.1 

適用事項 

 

 

(1) 本仕様書は、工作物等に係る土木工事及び建築工事全般に適用す

る。 

(2) 本仕様書に規定する事項は、別に定めがある場合を除き、請負者

の責任において履行すべきものとする。 

（3）すべての設計図書は、相互に補完するものとする。ただし、設計

図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(a)から(c)の順番の

とおりとし、これにより難い場合は 1.8 による。 
 (a)特記仕様書 

 (b)図面 

(c) 公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書 

1.2 

用語の定義 

 

(1) 「監督職員」とは、契約書に規定する監督職員をいう。 

(2) 「請負者」とは、該当工事請負契約の請負者又は契約書の規定に

より定められた現場代理人をいう。 

(3) 「監督職員の承諾」とは、請負者等が監督職員に対し書面で申し

出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。 

(4) 「監督職員の指示」とは、監督職員が請負者等に対し工事の施工

上必要な事項を書面によって示すことをいう。 

(5) 「監督職員と協議」とは、協議事項について、監督職員と請負者

とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをい

う。 

(6) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で請負者等が確認した施

工状況や材料の試験結果等について、請負者等より提出された資

料に基づき、監督職員が設計図書との適否を判断することをい

う。 

(7) 「監督職員の立会い」とは、工事の施工上必要な指示、承諾、協

議、検査及び調整を行うため、監督職員がその場に臨むことをい

う。 

(8) 「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は捺印された文書

をいう。 

(9) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工

事写真、その他これらに類する施工、試験等の報告及び記録に関

する図書をいう。 
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(10) 「施工図等」とは、施工図、現寸図、工作図、製作図、その他こ

れらに類するもので、契約書に規定する詳細図等をいう。 

(11) 「規格証明書」とは、設計図書に定められた規格、基準等に適合

することの証明となるもので、当該規格、基準等の制限によって

定められた者が発行した資料をいう。 

(12) 「工事検査」とは、契約書に規定する工事の完成の確認、部分払

の請求に係る出来形部分等の確認及び部分引渡しの指定部分に

係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職員が行う

検査をいう。 

1.3 

官公署その他へ

の届出手続等 

(1) 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関

への必要な届出手続等を遅滞なく行う。 

(2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たっては、届出内容につい

て、あらかじめ監督職員に報告する。 

(3) 関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、そ

の検査に必要な資機材及び労務等を提供する。 

1.4 

工事実績情報の

登録 

  

工事実績情報を登録することがある場合は、登録内容について、

あらかじめ監督職員に報告し、登録されることを証明する資料を監

督職員に提出する。 

1.5 

書類の書式等 

 

(1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、別に定めが

ある場合を除き、監督職員の指示による。 

(2) 建設業法に基づく施工体制台帳を作成した場合は、施工管理体制

に関する事項について、監督職員に提出する。 

1.6 

設計図書等の 

取扱い 

 

 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を整備す

る。 

1.7 

別契約の関連 

工事 

 

 別契約の施工上密接に関連する工事については、監督職員の調整

に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努め

る。 

1.8 

疑義に対する 

協議等 

 

(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は

取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合

が生じたときは、監督職員と協議する。 
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(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の

措置は、契約書の規定による。 

1.9 

工期の変更に 

係る資料の提出 

 

(1) 契約書の規定に基づく工期の短縮を発注者より求められた場合

は、協議の対象となる事項について、可能な短縮日数の算出根拠、

変更工程表その他の協議に必要な資料を監督職員に提出する。 

(2) 契約書の規定に基づく工期の変更についての協議を発注者と行

うに当たっては、協議の対象となる事項について、必要とする変

更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あ

らかじめ監督職員に提出する。 

1.10 

発生材の処理等 

 

(1) 発生材の再利用、再生資源化及び再生資源の積極的活用に努め

る。なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用、再生

資源化及び再生資源の活用を行う場合は、監督職員と協議する。 

(2) 発生材の処理は次による。 

(a) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するもの並びに特別管理産

業廃棄物の有無及び処理方法は監督職員と協議する。 

(b) (a)の引渡しを要するものと指定されたものは、監督職員の指

示を受けた場所に整理のうえ、調書を作成して監督職員に提出

する。 

(c) (b)以外のものはすべて構外に搬出し、建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法

律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に

よるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い適切に処理し、

監督職員に報告する。 

 

２節 工事関係 

 図 書 

2.1 

実施工程表 

 

 

 

(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受

ける。 

(2) 契約書の規定に基づく変更等により、実施工程表を変更する必要

が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を遅滞なく

変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 

(3) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間

又は月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 

2.2 

施工計画書 

 

(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計

画書を作成し、監督職員に提出する。 
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(2) 品質計画、一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計

画を定めた工種別の施工計画書を、当該工事の施工に先立ち作成

し、監督職員に提出する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を

受けた場合は、この限りでない。 

(3) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報

告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 

2.3 

施工図等 

  

施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受け

る。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りで

ない。 

2.4 

工事の記録 

 

(1) 監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について

記録を整備する。 

(2) 工事の全般的な経過を記載した書面を作成する。 

(3) 次の(a)から(c)のいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事

写真、見本等を整備する。 

(a) 工事の施工によって隠ぺいされるなど、後日の目視による検査

が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合。 

(b) 一工程の施工を完了した場合。 

(c) 施工の適切なことを証明する必要があるとして、監督職員の指

示を受けた場合。 

(4) (1)から(3)の記録について、監督職員より請求されたときは、提

出又は提示する。 

３節 工事現場 

     管 理 

3.1 

施工管理 

 

 

 

(1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体

制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。 

(2) 工事の施工に携わる下請負人に工事関係図書及び監督職員の指

示を受けた内容を周知徹底する。 

3.2 

施工管理技術者 

 

(1) 施工管理技術者は、設計図書に定められた者又はこれらと同等以

上の能力のある者とする。 

(2) 施工管理技術者は、資格又は能力を証明する資料を監督職員に提

出する。 

3.3 

品質管理 

 

  品質計画に基づき、適切な時期に、指導、確認、試験等必要な管理

を行う。 
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3.4 

施工中の安全確

保及び環境保全 

 

(1) 施工中の安全確保に関しては、建築工事安全施工技術指針を参考

に、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の

防止に努める。 

(2) 気象予報又は警報等については、常に注意を払い、災害の予防に

努める。 

(3) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他化学製品の取扱い

に当たっては、当該製品の製造所が作成した製品安全データシー

ト(MSDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、

安全の確保及び環境保全に努める。 

3.5 

養生 

 

  既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚染又は損

傷しないよう適切に養生を行う。 

3.6 

後片付け 

 

  工事の完成に際しては、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行

う。 

 

４節 材 料 

4.1 

材料の品質等 

 

 

(1) 工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有する

新品とする。ただし、仮設に使用する材料は、新品でなくてもよ

い。 

 

(2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの

証明となる資料を監督職員に提出する。ただし、JIS 又は JAS の

マーク表示のある材料を使用する場合及びあらかじめ監督職員

の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。 

(3) 調合を要する材料については、調合に先立ち、調合表等を監督職

員に提出する。 

(4) 材料の色、柄等については、監督職員の指示を受ける。 

(5) 設計図書に定められた材料の見本を提出又は提示し、材質、仕上

げの程度、色合等について、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 

4.2 

材料の搬入 

 

材料の搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督

職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 

4.3 

材料の検査 

 

(1) 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。た

だし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでな

い。 

(2) (1)による検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、
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原則として、抽出検査とする。ただし、監督職員の指示を受けた

場合は、この限りでない。 

(3) 設計図書に定めるJIS又はJASのマーク表示のある材料並びに規

格、基準等の規格証明書が添付された材料は、設計図書に定める

品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。 

4.4 

材料の検査に伴

う試験 

 

(1) 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定

められた試験方法による。ただし、定めがない場合は、監督職員

の承諾を受けた試験方法による。 

(2) 試験に先立ち試験計画書を作成し、監督職員に提出する。 

(3) 試験は、試験機関又は工事現場等適切な場所で行う。 

なお、その場所の決定に当たっては、監督職員の承諾を受ける。 

(4) 試験結果は、監督職員に提出し、承諾を受ける。 

4.5 

材料の保管 

 

搬入した材料は、工事に使用するまで、変質等がないように保管す

る。 

 

5 節 施 工 

5.1 

施工 

 

 

 

  施工は、設計図書及び施工計画書並びに監督職員の承諾を受けた実

施工程表及び施工図等に従って行う。 

5.2 

技能士 

   

技能士は次による。 

(1) 職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を有

する者とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 

(2) 技能士は、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業をする

とともに、他の技能士に対して、施工品質の向上を図るための作

業指導を行う。 

5.3 

一工程の施工の 

確認及び報告 

   

一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の

指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、

適時、監督職員に報告する。 

5.4 

施工の検査 

 

  設計図書に定められた場合、5.3 により報告した場合及び監督職員

より指示された工程に達した場合は、監督職員の検査を受ける。 

5.5 

施工の立会い等 

 

(1) 設計図書に定められた場合及び監督職員の指示を受けた場合の

施工は、監督職員の立会いを受ける。 

(2) 監督職員の立会いに必要な資機材及び労務等を提供する。 
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６節 工事検査 

6.1 

工事検査 

 

 

(1) 契約書に規定する工事を完成したときの通知は、次の(a)から(c)

に示す要件のすべてを満たす場合に、監督職員に提出することが

できる。 

(a) 設計図書に示すすべての工事が完了していること。 

(b) 監督職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 

(c) 設計図書に定められた工事関係図書及び記録の整備がすべて

完了していること。 

(2) 工事検査は、発注者から連絡を受けた検査日に検査を受けること

とし、工事検査に必要な資機材及び労務等を提供する。 

 

７節 完成図書 

7.1 

完成時の提出図

書 

 

 

(1) 工事完成時の提出図書は次による。 

(a) 完成図 

(b) 工事に関する資料 

(c) 工事工程写真及び完成写真 

(2) (1)の図書をチューブファイル等に整理し、目録を添付し、監督

職員に提出する。 

7.2 

工事工程写真及 

び完成写真 

 

(1) 工事工程写真及び完成写真の撮影及び写真の整理方法等詳細は、

「工事写真の撮り方」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に

よることとする。 

(2) 工事写真の撮影用具としては、35 ㎜フィルムを使用するカメラ、

APS カメラ、デジタルカメラによることとする。 

なお、使用するカメラ仕様は、「工事写真の撮り方」による。 
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第三章  工  事（特記）仕 様  

 

本仕様書に記載されていない事項や詳細については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書（各工事編）」及び「公共建築改修工事標準仕様書（各工事編）

等による。 

 

1．一般共通事項 

 

 

2．その他 

本工事は、本仕様書によると共に添付「特記仕様書」「図面」による

こと。 

 

交換する照明器具及び交換箇所は、別紙「照明器具交換箇所一覧」

によるものとし、照明器具は同等品可とする。 

  

 



別紙　照明器具交換箇所一覧
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1 　一体型LEDベースライト
　XFX460UEN　LE9
　埋込/非調光/6900lm

台 4 9 6 10 29

2 　LEDダウンライト 　XND9930FSK　LE9/1500形/435Φ 台 2 2

3 　LEDダウンライト 　XND1068SL　LE9/150Φ/3000K 台 8 11 3 22

4 　一体型LEDベースライト 　XFX42040J　LE9/3800lmﾀｲﾌﾟ 台 2 2

5 　一体型LEDベースライト 　XFX420NEN　LE9/2500lm 台 3 3

6 　同上用ガード 　FK41533 台 3 3

7 　防湿型LED照明ｽﾃﾝﾚｽ枠 　NNFW22020J　LE9　露出形 台 1 1

8 　一体型LEDベースライト
　XFX439REN　LE9
　埋込/非調光/3200lm

台 1 1

9
　LEDスクウェアタイプ
　（乳白色パネル）

　XL583PGVZ　LA9
　埋込600□/5000K

台 1 1

10 　一体型LEDベースライト 　XFX456EEN　LE9 台 6 6

11
　同上用リニューアル
　プレート（特注）

　FTE990SK 台 6 6

12
　システム天井用器具
　（本体）

　NSEK47633J/W330 台 15 15

13 　同上用LEDライトバー 　NEL4600EN　LE9/6900lm 台 15 15

14 　LED非常用照明器具 　NNFB90605K/丸型埋込/Φ100 台 3 3

15 　埋込型下面開放型器具本体 　NNLK42722J/W220 台 6 6

16 　同上用LEDライトバー 　NEL4600EN　LE9/6900lm 台 6 6

17 　一体型LEDベースライト
　XFX430UEN　LE9
　埋込/非調光/3200lm

台 10 10

18
　コンパクト蛍光灯型
　LEDランプ（FPR/FHP）

　FPR23ND/昼白色 本 6 6

19
　一体型LEDベースライト
　ステンレス製（防湿型）

　XLW433MENZ　LE9
　埋込/3200lm/5000K

台 1 1

計 4 10 8 9 1 1 6 11 1 12 45 10 10 9 1 138

計品　　目 規　　格
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１階 ２階
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函館市赤坂町６５-１  函館航空基地函館市赤坂町６５-１  函館航空基地函館市赤坂町６５-１  函館航空基地函館市赤坂町６５-１  函館航空基地函館市赤坂町６５-１  函館航空基地函館市赤坂町６５-１  函館航空基地函館市赤坂町６５-１  函館航空基地

令和８年度令和８年度令和８年度令和８年度令和８年度令和８年度令和８年度 函館（基）照明器具交換修繕工事函館（基）照明器具交換修繕工事函館（基）照明器具交換修繕工事函館（基）照明器具交換修繕工事函館（基）照明器具交換修繕工事函館（基）照明器具交換修繕工事函館（基）照明器具交換修繕工事

事務所事務所事務所事務所事務所事務所事務所

【改修概要】【改修概要】【改修概要】【改修概要】【改修概要】【改修概要】【改修概要】

庁舎１・２階照明器具をLED照明器具に交換修繕庁舎１・２階照明器具をLED照明器具に交換修繕庁舎１・２階照明器具をLED照明器具に交換修繕庁舎１・２階照明器具をLED照明器具に交換修繕庁舎１・２階照明器具をLED照明器具に交換修繕庁舎１・２階照明器具をLED照明器具に交換修繕庁舎１・２階照明器具をLED照明器具に交換修繕

施工場所施工場所施工場所施工場所施工場所施工場所施工場所






